
                  （案） 
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１ 養 護 者 に よ る 障 害 者 虐 待 が 発 生 し た 時 の 対 応 

 

養護者による虐待を受けたと     養護者による虐待を受けた 

思われる障害者を発見した人     障害者 

                   

             通報               届出 

（１）新宿区障害者虐待防止センター（受付記録作成） 

《専用回線》  －   － 

障害者福祉課相談係に設置 

受付担当職員 

相談係職員 

（直ちに招集） 

（２）受理会議 （通報等の内容を検討・対応方針の協議） 

      メンバー 

         障害者福祉課課長・支援係長・相談係長 

         障害により身体・知的福祉司又は保健師 

         受付対応職員・ケース地区担当ワーカー 

 

（３）事実確認・訪問調査（安否確認） 

     担当職員 

     ケース地区担当ワーカーを含む複数職員 

 

（４）個別ケース会議（別表１） 

新宿区障害者虐待対応検討会の開催    

 

   （５）立入調査（安否確認）※区職員が実施・警察への援助要請 

       ケース会議・ 新宿区障害者虐待対応検討会の 開催   

 

 

（６）障害者の支援 

  

（

（７）養護者への支援 

（

（８）成年後見制度 

 開始の審判請求 

（

（９）障害者の保護 

・短期入所 

・入院・施設入所 

※やむを得ない事由

による措置 

 

（１０）モ ニ タ リ ン グ ・ 虐 待 対 応 の 終 結  

（資料３４－２） 



                  （案） 
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２ 障 害 者 施 設 従 事 者 に よ る 障 害 者 虐 待 へ の 対 応 

 

従事者による虐待を受けたと     従事者による虐待を受けた 

思われる障害者を発見した人     障害者 

                   

             通報               届出 

（１）新宿区障害者虐待防止センター（受付記録作成） 

《専用回線》  －   － 

障害者福祉課相談係に設置 

受付担当職員 

相談係職員 

（直ちに招集） 

（２）受理会議 （通報等の内容を検討・対応方針の協議） 

      メンバー 

         障害者福祉課課長・支援係長・相談係長 

         障害により身体・知的福祉司又は保健師 

         受付対応職員・ケース地区担当ワーカー 

 

（３）事実確認・訪問調査（安否確認） 

     担当職員 

     ケース地区担当ワーカーを含む複数職員 

 

（４）個別ケース会議（別表１） 

    新宿区障害者虐待対応検討会の開催 

 

         虐待が認められた場合 

  （５）虐待防止・障害者保護を図るための各法規による権限の行使 

   施設からの報告徴収・立入検査・事業者の監督  

 

   報告 

（６）東京都障害者権利擁護センター   （安全の確認・その他の事実の確認） 

    

・ 虐待防止・障害者保護を図るため障害者自立支援法、社会福祉法等の

規定による権限の適切な行使 

・ 従事者などによる虐待の状況等の公表《毎年度》 

 



                  （案） 
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３ 使 用 者 に よ る 障 害 者 虐 待 へ の 対 応  

 

使用者による虐待を受けたと     使用者による虐待を受けた 

思われる障害者を発見した人     障害者 

                   

             通報               届出 

（１）新宿区障害者虐待防止センター（受付記録作成） 

《専用回線》  －   － 

障害者福祉課相談係に設置 

受付担当職員 

相談係職員 

（直ちに招集） 

（２）受理会議 （通報等の内容を検討・対応方針の協議） 

      メンバー 

         障害者福祉課課長・支援係長・相談係長 

         障害により身体・知的福祉司又は保健師 

         受付対応職員・ケース地区担当ワーカー 

 

（３）事実確認・訪問調査（安否確認） 

     担当職員 

     ケース地区担当ワーカーを含む複数職員 

 

（４）個別ケース会議（別表１） 

    新宿区障害者虐待対応検討会の開催 

 

         虐待が認められた場合 

               報告  

（ 5 ） 東 京 都 障 害 者 権 利 擁 護 セ ン タ ー               

 

 

 

   （６）東 京 都 労 働 局 

・使用者による虐待の状況等の公表《毎年度》 

 

 



                  （案） 

 

別表１ 個別ケース会議のメンバー構成 

 

個別ケース会議のメンバー構成 

コアメンバー 障害者福祉課長・支援係長・相談係長 

ケースにより身体障害者福祉司・知的障害者福祉司・保健師 

事案対応 

メンバー 
ケース地区担当ワーカー 

 

※土日・休日・夜間の緊急連絡（宿直からの転送）は、コアメンバーが対応する。 

 


